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77%

23%

①会計監査人設置法人数割合

４２５法人／２０，７９８法人

任意設置法人
99法人

特定社会福祉法人
326法人

※特定社会福祉法人とは、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人。
任意設置法人とは、特定社会福祉法人以外の法人で定款上会計監査人を位置づけ
ている法人。

②会計監査人設置法人の事業区分割合

6%

11%

6%

3%

74%

児童福祉事業

老人福祉事業

障害者福祉事業

その他

複数事業

※法人総数は平成29年度末現在（福祉行政報告例）

平成30年度（7月31日時点）会計監査人設置状況調査（１／２）

出典：厚生労働省福祉基盤課調べ

参考資料１

③都道府県別会計監査人設置数一覧

※特定社会福祉法人とは、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法
人。

任意設置法人とは、特定社会福祉法人以外の法人で定款上会計監査人を位置づけ
ている法人。
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特定社会福祉法人 任意設置法人

平成30年度（7月31日時点）会計監査人設置状況調査（２／２）

出典：厚生労働省福祉基盤課調べ42



11.2%

88.8%

充実財産あり 2,192 充実財産なし 17,460

16.5%

54.9%

19.5%
6.8%

2.0% 0.2% 0.1%

１億円以下 １億円超～５億円以下

５億円超～10億円以下 10億円超～20億円以下

20億円超～50億円以下 50億円超～100億円以下

100億円超

○ 社会福祉法人においては、平成29年度から、毎会計年度、その保有する財産から事業継続に必要な財産（控除対象
財産）を控除する計算を行い、これを上回る財産（社会福祉充実財産）が生じる場合には、既存事業の充実又は新規
事業の実施を内容とする社会福祉充実計画を策定し、これに従って当該財産を再投下しなければならないこととされ
ている。

○ 以上を踏まえ、所轄庁を通じて、平成30年度における社会福祉充実計画の策定状況等について、平成30年７月1日
時点で調査を行ったところ、以下のような結果であった。(平成31年１月時点有効回答：19,652法人/20,838法人)

１．社会福祉充実財産の有無

２．社会福祉充実財産が生じた
法人の当該財産の総額

全国の社会福祉充実財産の総額

４，９３９億円

３．社会福祉充実財産が生じた
法人の収益規模別法人数

事業内容 事業数 割合

新規事業の実施 650 13.2%

職員給与、一時金の増額 589 12.0%

研修の充実 435 8.8%

既存事業の定員、利用者
の拡充

82 1.7%

既存事業のサービス内容
の充実

324 6.6%

サービス向上のための新
たな人材の雇入れ

379 7.7%

既存施設の建替、設備整
備

1,977 40.2%

その他（職員の福利厚生） 138 2.8%

その他（上記以外） 344 7.0%

合計 4,918

４．社会福祉充実財産が生じた法人
の社会福祉充実計画の内容

N=19,652法人

N=2,192法人

充実財産あり法人
は、2,192法人。

平成30年度における「社会福祉充実計画」の策定状況等について

社会福祉
事 業

地域公益
事 業

公益事業 合計

4,687 122 109 4,918
95.3％ 2.5％ 2.2%

N=2,192法人収益規模は、「１億円
～５億円」の法人が
1,204法人。

※複数回答可

参考資料２

平成30年度 都道府県別「社会福祉充実計画」の策定状況等

※市等が所轄庁となる法人は、所轄庁の所在する都道府県に含めて集計している。

法人数 割合 法人数 割合

北海道 900 44 4.9% 滋賀県 254 22 8.7%

青森県 513 66 12.9% 京都府 417 45 10.8%

岩手県 334 53 15.9% 大阪府 1,123 97 8.6%

宮城県 255 26 10.2% 兵庫県 755 101 13.4%

秋田県 226 18 8.0% 奈良県 169 33 19.5%

山形県 217 20 9.2% 和歌山県 214 31 14.5%

福島県 275 37 13.5% 鳥取県 110 8 7.3%

茨城県 427 53 12.4% 島根県 255 30 11.8%

栃木県 326 38 11.7% 岡山県 355 34 9.6%

群馬県 474 41 8.6% 広島県 429 47 11.0%

埼玉県 790 58 7.3% 山口県 302 45 14.9%

千葉県 637 59 9.3% 徳島県 174 30 17.2%

東京都 1,044 140 13.4% 香川県 192 20 10.4%

神奈川県 785 76 9.7% 愛媛県 216 27 12.5%

新潟県 408 38 9.3% 高知県 194 13 6.7%

富山県 198 31 15.7% 福岡県 975 112 11.5%

石川県 282 27 9.6% 佐賀県 243 38 15.6%

福井県 211 25 11.8% 長崎県 516 58 11.2%

山梨県 210 19 9.0% 熊本県 660 75 11.4%

長野県 342 41 12.0% 大分県 308 31 10.1%

岐阜県 297 58 19.5% 宮崎県 304 70 23.0%

静岡県 454 63 13.9% 鹿児島県 496 63 12.7%

愛知県 615 61 9.9% 沖縄県 459 34 7.4%

三重県 312 36 11.5% 合計 19,652 2,192 11.2%

社会福祉充実財産
発生法人都道府県名

社会福祉
法人数

社会福祉充実財産
発生法人 都道府県名

社会福祉法
人数
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庁
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な
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法
人
は
、
所
轄
庁
の
所
在
す
る
都
道
府
県
に
含
め
て
計
算
し
て
い
る
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計
算
書
類
等
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シ
ス
テ
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に
登
録
し
て
い
な
い
法
人
数
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都
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府
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別
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※
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末
時
点
、
1
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込
み

都
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1

平
成

３
０

年
５

月
３

１
日

社
援

発
０

５
３

１
第

１
号

各
都

道
府

県
知

事
殿

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
長

（
公

印
省

略
）

災
害

時
の

福
祉

支
援

体
制

の
整

備
に

つ
い

て

近
年

、
東

日
本

大
震

災
や

熊
本

地
震

、
台

風
に

よ
る

土
砂

災
害

な
ど

、
多

く
の

自
然

災
害

が

発
生

し
、

各
地

に
甚

大
な

被
害

を
も

た
ら

し
て

い
る

。

こ
う

し
た

災
害

を
受

け
、
高

齢
者

や
障

害
者

、
子

ど
も

の
ほ

か
、
傷

病
者

等
と

い
っ

た
地

域

の
災

害
時

要
配

慮
者

が
、
避

難
所

等
に

お
い

て
、
長

期
間

の
避

難
生

活
を

余
儀

な
く

さ
れ

、
必

要
な

支
援

が
行

わ
れ

な
い

結
果

、
生

活
機

能
の

低
下

や
要

介
護

度
の

重
度

化
な

ど
の

二
次

被
害

が
生

じ
て

い
る

場
合

も
あ

る
。

こ
れ

ら
の

者
が

、
避

難
生

活
終

了
後

、
安

定
的

な
日

常
生

活
へ

と
円

滑
に

移
行

す
る

た
め

に

は
、
避

難
生

活
の

早
期

の
段

階
か

ら
、
そ

の
福

祉
ニ

ー
ズ

を
的

確
に

把
握

す
る

と
と

も
に

、
可

能
な

限
り

そ
の

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
、
生

活
機

能
の

維
持

を
支

援
し

て
い

く
体

制
の

構
築

が
喫

緊

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

こ
れ

ま
で

、
一

部
の

都
道

府
県

に
お

い
て

は
、
こ

う
し

た
観

点
か

ら
先

進
的

な
取

組
が

進
め

ら
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
全

国
に

お
い

て
、
こ

の
よ

う
な

災
害

時
に

お
け

る
緊

急
一

時

的
な

福
祉

支
援

体
制

の
構

築
を

一
層

推
進

す
る

た
め

、
各

都
道

府
県

が
取

り
組

む
べ

き
基

本
的

な
内

容
に

つ
い

て
、

別
添

の
と

お
り

、
「

災
害

時
の

福
祉

支
援

体
制

の
整

備
に

向
け

た
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

を
策

定
し

た
の

で
、

各
都

道
府

県
に

お
か

れ
て

は
、

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

参
考

に
、

地
域

の
実

情
に

あ
っ

た
災

害
時

の
福

祉
支

援
体

制
の

構
築

に
努

め
る

と
と

も
に

、
管

内
市

区
町

村
や

関
係

団
体

等
に

対
し

、
周

知
を

図
ら

れ
た

い
。

参
考

資
料

４

2

な
お

、
本

通
知

は
、
地

方
自

治
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

)
第

2
4
5
条

の
４

第
１

項
の

規

定
に

基
づ

く
技

術
的

助
言

と
し

て
発

出
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
申

し
添

え
る

。
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3

（
別

添
）

災
害

時
の

福
祉

支
援

体
制

の
整

備
に

向
け

た
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

１
．

各
都

道
府

県
に

お
け

る
災

害
福

祉
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
の

目
的

に
つ

い
て

都
道

府
県

に
お

い
て

、
局

地
的

で
あ

っ
て

、
一

定
期

間
、
避

難
所

の
設

置
を

継
続

す
る

よ

う
な

規
模

の
災

害
の

発
生

を
想

定
し

た
場

合
、
指

定
避

難
所

の
う

ち
、
福

祉
避

難
所

を
除

く
、

一
般

的
な

避
難

所
（

以
下

「
一

般
避

難
所

」
と

い
う

。
）

に
避

難
す

る
高

齢
者

や
障

害
者

、

子
ど

も
の

ほ
か

、
傷

病
者

等
と

い
っ

た
地

域
に

お
け

る
災

害
時

要
配

慮
者
（

以
下
「

災
害

時

要
配

慮
者

」
と

い
う

。
）

の
福

祉
ニ

ー
ズ

に
的

確
に

対
応

し
、

そ
の

避
難

生
活

中
に

お
け

る

生
活

機
能

の
低

下
等

の
防

止
を

図
り

つ
つ

、
一

日
で

も
早

く
安

定
的

な
日

常
生

活
へ

と
移

行

で
き

る
よ

う
、

必
要

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。

こ
の

た
め

、
各

都
道

府
県

は
、
一

般
避

難
所

で
災

害
時

要
配

慮
者

に
対

す
る

福
祉

支
援

を

行
う

災
害

派
遣

福
祉

チ
ー

ム
（

以
下

「
チ

ー
ム

」
と

い
う

。
）

を
組

成
す

る
と

と
も

に
、

一

般
避

難
所

へ
こ

れ
を

派
遣

す
る

こ
と

等
に

よ
り

、
必

要
な

支
援

体
制

を
確

保
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
て

、
都

道
府

県
、
社

会
福

祉
協

議
会

や
社

会
福

祉
施

設
等

関
係

団
体

な
ど

の
官

民
協

働
に

よ
る

「
災

害
福

祉
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」
（

以
下

「
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」

と
い

う
。
）

を
構

築
す

る
も

の
と

す
る

。

な
お

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
は

、
都

道
府

県
を

中
心

に
、

政
令

指
定

都
市

、
中

核
市

を
含

め
、

管
内

市
区

町
村

の
協

力
を

得
て

、
可

能
な

限
り

一
元

的
な

都
道

府
県

内
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の

構
築

を
図

る
も

の
と

す
る

。

２
．

各
都

道
府

県
に

お
け

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
主

管
部

局
の

選
定

に
つ

い
て

各
都

道
府

県
は

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

企
画

、
運

営
及

び
庁

内
関

係
部

局
や

関
係

団
体

等
と

の
連

絡
調

整
を

円
滑

に
行

う
た

め
、
災

害
福

祉
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
主

管
部

局
（

以
下

「
主

管
部

局
」

と
い

う
。
）

を
定

め
る

こ
と

。

な
お

、
都

道
府

県
庁

内
の

体
制

整
備

に
当

た
っ

て
は

、
災

害
発

生
時

に
設

置
さ

れ
る

都
道

府
県

災
害

対
策

本
部

と
の

関
係

性
及

び
連

携
の

在
り

方
に

つ
い

て
も

併
せ

て
整

理
を

行
っ

て
お

く
こ

と
。

4

３
．

平
時

に
お

け
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
務

局
の

設
置

等
に

つ
い

て

（
１

）
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事

務
局

の
設

置

主
管

部
局

は
、
直

接
又

は
都

道
府

県
社

会
福

祉
協

議
会

等
の

関
係

団
体

と
の

協
定

の
締

結
等

に
よ

り
、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

運
営

に
係

る
事

務
処

理
を

行
う

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
務

局

（
以

下
「

事
務

局
」

と
い

う
。
）

を
設

置
す

る
こ

と
。

ま
た

、
事

務
局

を
設

置
し

た
場

合
に

は
、

管
内

市
区

町
村

を
始

め
と

す
る

関
係

者
に

対

し
て

、
そ

の
連

絡
先

及
び

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
活

動
内

容
等

に
つ

い
て

広
く

周
知

を
図

る
こ

と
。

（
２

）
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
成

員

事
務

局
は

、
チ

ー
ム

を
円

滑
に

組
成

し
、
活

動
を

さ
せ

る
た

め
、
各

都
道

府
県

の
実

情

に
応

じ
て

、
次

に
掲

げ
る

者
等

を
構

成
員

と
し

て
選

定
し

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
を

組
織

す
る

こ
と

。

な
お

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
を

組
織

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
既

存
の

会
議

体
に

、
分

科

会
を

設
置

す
る

又
は

審
議

事
項

を
追

加
す

る
な

ど
の

方
法

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

。

①
主

管
部

局
及

び
都

道
府

県
防

災
部

局
、

保
健

医
療

部
局

②
都

道
府

県
社

会
福

祉
協

議
会

③
社

会
福

祉
施

設
等

関
係

団
体

④
福

祉
職

に
よ

る
職

能
団

体

⑤
保

健
医

療
関

係
者

及
び

関
係

団
体

⑥
都

道
府

県
民

生
委

員
児

童
委

員
協

議
会

ま
た

、
上

記
の

構
成

員
に

加
え

、
大

規
模

な
被

害
が

想
定

さ
れ

る
市

区
町

村
の

関
係

者

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
等

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
多

様
な

社
会

資
源

の
参

画
を

求
め

る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

。

（
３

）
平

時
に

お
け

る
災

害
福

祉
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

活
動

内
容

事
務

局
は

、
構

成
員

の
出

席
の

下
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

を
開

催
し

、
災

害
発

生
時

に

円
滑

な
活

動
が

行
え

る
よ

う
、

次
に

掲
げ

る
内

容
に

つ
い

て
協

議
を

行
い

、
業

務
フ

ロ
ー

を
整

理
し

て
お

く
こ

と
。
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5

な
お

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

活
動

内
容

の
検

討
に

当
た

っ
て

は
、

関
係

団
体

等
が

行
っ

て

い
る

既
存

の
取

組
を

事
前

に
把

握
し

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

活
動

と
、

こ
れ

ら
の

取
組

の
役

割
分

担
・

連
携

が
十

分
に

図
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

①
チ

ー
ム

の
組

成
の

方
法

、
災

害
時

の
チ

ー
ム

の
活

動
内

容
等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
参

画
す

る
社

会
福

祉
施

設
等

関
係

団
体

等
と

連
携

し
、
チ

ー
ム

を

構
成

す
る

人
員

の
推

薦
を

募
り

、
こ

れ
ら

を
チ

ー
ム

登
録

者
名

簿
と

し
て

整
理

し
て

お

く
こ

と
。

こ
の

際
、
チ

ー
ム

の
組

成
に

当
た

っ
て

は
、
災

害
時

要
配

慮
者

の
多

様
な

福
祉

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、
性

別
及

び
社

会
福

祉
士

等
の

相
談

援
助

職
や

介
護

福
祉

士
等

の
介

護
職

等
の

職
種

構
成

の
バ

ラ
ン

ス
に

も
配

慮
す

る
と

と
も

に
、
チ

ー
ム

の
派

遣
が

複
数

回
に

亘
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
４

～
６

名
の

チ
ー

ム

を
複

数
編

成
で

き
る

よ
う

に
し

て
お

く
ほ

か
、
派

遣
先

に
対

し
て

ど
の

よ
う

な
順

番
で

チ
ー

ム
を

派
遣

す
る

か
等

に
つ

い
て

も
併

せ
て

検
討

し
て

お
く

こ
と

。

ま
た

、
チ

ー
ム

の
派

遣
時

期
は

、
災

害
発

生
後

の
初

期
段

階
（

救
命

救
急

が
完

了
す

る
な

ど
、

チ
ー

ム
が

活
動

す
る

上
で

の
安

全
が

確
認

さ
れ

た
時

点
）

か
ら

概
ね

１
カ

月

間
程

度
ま

で
を

、
１

チ
ー

ム
当

た
り

の
派

遣
期

間
は

、
派

遣
元

施
設

等
の

負
担

も
考

慮

し
、

５
日

間
程

度
を

目
安

に
、

具
体

的
な

取
扱

い
に

つ
い

て
定

め
て

お
く

こ
と

。

な
お

、
チ

ー
ム

の
名

称
に

つ
い

て
は

、
本

通
知

に
お

い
て
「

災
害

派
遣

福
祉

チ
ー

ム
」

を
正

式
名

称
と

す
る

が
、
こ

れ
と

は
別

に
、
地

域
住

民
に

親
し

み
や

す
い

呼
称

や
そ

の

役
割

を
理

解
し

や
す

い
呼

称
を

設
定

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

。

さ
ら

に
、
土

日
・

夜
間

を
含

め
、
チ

ー
ム

登
録

者
へ

の
連

絡
体

制
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。

こ
の

ほ
か

、
社

会
福

祉
法

人
に

つ
い

て
は

、
社

会
福

祉
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
4
5

号
）
第

2
4
条

第
２

項
に

基
づ

き
、「

地
域

に
お

け
る

公
益

的
な

取
組

」
を

実
施

す
る

責

務
が

課
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
当

該
取

組
の

一
環

と
し

て
、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

積
極

的
に

関
与

し
、
チ

ー
ム

へ
の

人
員

の
登

録
と

と
も

に
、
事

務
局

へ
の

協
力

、
災

害
時

の

チ
ー

ム
員

の
派

遣
を

通
じ

た
支

援
活

動
等

を
積

極
的

に
行

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
こ

と
。

6

②
チ

ー
ム

の
派

遣
決

定
及

び
情

報
収

集
の

方
法

チ
ー

ム
の

派
遣

の
可

否
に

係
る

意
思

決
定

の
主

体
や

方
法

を
整

理
し

て
お

く
こ

と
。

ま
た

、
チ

ー
ム

の
派

遣
の

可
否

を
判

断
す

る
た

め
に

は
、

ま
ず

は
災

害
に

よ
る

被
害

の
規

模
や

災
害

時
要

配
慮

者
の

ニ
ー

ズ
、

一
般

避
難

所
及

び
福

祉
避

難
所

の
設

置
状

況

等
の

実
情

を
把

握
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

そ
れ

ら
の

情
報

収
集

の
内

容
・

方
法

に
つ

い
て

も
整

理
し

て
お

く
こ

と
。

③
災

害
時

に
お

け
る

構
成

員
の

役
割

分
担

チ
ー

ム
の

円
滑

な
活

動
の

た
め

、
災

害
発

生
時

に
、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

参
画

す
る

構

成
員

に
求

め
る

役
割

や
協

力
の

内
容

等
に

つ
い

て
、

整
理

し
て

お
く

こ
と

。

④
災

害
時

に
お

け
る

本
部

体
制

の
構

築

災
害

発
生

時
に

お
い

て
、
情

報
の

集
約

及
び

チ
ー

ム
の

派
遣

調
整

、
指

揮
命

令
等

を

行
う

「
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
本

部
」（

以
下

「
本

部
」

と
い

う
。
）

の
体

制
の

在
り

方
を

検
討

し
て

お
く

こ
と

。

こ
の

際
、
事

務
局

を
そ

の
ま

ま
本

部
へ

と
改

組
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
が

、
災

害

の
規

模
に

よ
っ

て
は

事
務

処
理

に
支

障
が

生
ず

る
お

そ
れ

も
あ

る
こ

と
か

ら
、
あ

ら
か

じ
め

構
成

員
と

の
協

定
の

締
結

等
に

よ
り

、
災

害
発

生
時

に
必

要
な

人
員

体
制

を
適

切

に
確

保
で

き
る

よ
う

に
し

て
お

く
な

ど
、
本

部
の

体
制

強
化

の
方

法
に

つ
い

て
も

併
せ

て
検

討
し

て
お

く
こ

と
。

⑤
費

用
負

担

チ
ー

ム
の

派
遣

に
当

た
っ

て
は

、
チ

ー
ム

員
の

活
動

に
係

る
旅

費
・

宿
泊

費
等

の
費

用
が

発
生

す
る

こ
と

か
ら

、
当

該
費

用
負

担
の

在
り

方
に

つ
い

て
検

討
し

て
お

く
こ

と
。

な
お

、「
災

害
救

助
法

」（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
1
8
号

）
が

適
用

さ
れ

る
災

害
の

場
合

に
は

、
同

法
に

基
づ

く
避

難
所

の
設

置
経

費
と

し
て

災
害

救
助

費
の

対
象

と
な

る
場

合

も
考

え
ら

れ
る

の
で

、
都

道
府

県
防

災
担

当
部

局
と

も
事

前
に

十
分

に
相

談
し

て
お

く

こ
と

。

⑥
保

健
医

療
関

係
者

と
の

連
携

チ
ー

ム
の

活
動

が
円

滑
と

な
る

よ
う

、
災

害
時

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（

D
M
A
T
）
や

保
健

師
チ

ー
ム

、
災

害
派

遣
精

神
医

療
チ

ー
ム

（
D
P
A
T
）

等
と

の
情

報
共

有
の

方
法

、
連

携

の
内

容
等

に
つ

い
て

、
検

討
し

て
お

く
こ

と
。
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⑦
チ

ー
ム

員
に

対
す

る
研

修
・

訓
練

災
害

時
に

お
い

て
求

め
ら

れ
る

心
構

え
や

行
動

、
多

様
な

福
祉

ニ
ー

ズ
へ

の
応

用
的

な
対

応
等

チ
ー

ム
の

活
動

内
容

に
つ

い
て

、
一

定
以

上
の

水
準

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

研
修

・
訓

練
の

実
施

に
努

め
る

こ
と

。

⑧
受

援
体

制
の

構
築

自
ら

が
被

災
し

た
場

合
に

備
え

、
他

の
地

域
の

チ
ー

ム
や

、
福

祉
以

外
の

関
連

領
域

の
専

門
職

、
N
P
O
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
の

民
間

団
体

等
に

よ
る

多
様

な
支

援
活

動
が

円

滑
に

受
け

入
れ

ら
れ

る
よ

う
、
②

に
よ

り
収

集
し

た
情

報
に

基
づ

き
、
活

動
場

所
に

係

る
情

報
提

供
や

団
体

間
の

活
動

内
容

の
調

整
を

行
う

な
ど

、
必

要
な

受
援

体
制

の
在

り

方
に

つ
い

て
検

討
し

て
お

く
こ

と
。

⑨
住

民
に

対
す

る
広

報
・

啓
発

住
民

に
対

し
、
チ

ー
ム

の
活

動
内

容
に

つ
い

て
周

知
を

図
る

と
と

も
に

、
一

般
避

難

所
及

び
福

祉
避

難
所

の
指

定
状

況
や

所
在

、
こ

れ
ら

の
機

能
の

相
違

点
等

に
つ

い
て

も
、

併
せ

て
周

知
を

図
る

こ
と

。

ま
た

、
災

害
時

の
協

力
関

係
の

醸
成

、
活

動
環

境
の

整
備

を
図

る
た

め
に

は
、
地

域

の
防

災
訓

練
へ

の
チ

ー
ム

の
参

加
等

、
地

域
と

チ
ー

ム
と

が
共

に
活

動
す

る
機

会
を

確

保
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と
。

４
．

災
害

発
生

時
に

お
け

る
活

動
内

容
等

に
つ

い
て

（
１

）
本

部
の

機
能

・
役

割

①
本

部
の

設
置

主
管

部
局

は
、

一
定

期
間

、
避

難
所

の
設

置
の

継
続

を
要

す
る

規
模

の
災

害
が

発
生

し
た

場
合

、
事

務
局

と
調

整
し

、
速

や
か

に
本

部
を

立
ち

上
げ

る
こ

と
。

ま
た

、
都

道
府

県
災

害
対

策
本

部
や

市
区

町
村

災
害

対
策

本
部

、
関

係
団

体
等

か
ら

の
情

報
収

集
又

は
本

部
及

び
チ

ー
ム

の
人

員
に

よ
る

現
地

視
察

等
に

よ
り

、
被

害
の

規

模
や

一
般

避
難

所
及

び
福

祉
避

難
所

の
設

置
状

況
、

災
害

時
要

配
慮

者
に

対
す

る
支

援

の
実

施
状

況
、

物
資

供
給

の
状

況
等

に
つ

い
て

情
報

収
集

を
行

う
こ

と
。

8

②
チ

ー
ム

の
派

遣
要

否
の

検
討

本
部

は
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

の
招

集
な

ど
に

よ
り

、
構

成
員

と
の

間
で

収
集

し
た

情
報

を
共

有
し

、
必

要
に

応
じ

被
災

市
区

町
村

と
も

連
絡

・
調

整
の

上
、

チ
ー

ム
派

遣

の
要

否
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

こ
と

。

そ
の

結
果

、
チ

ー
ム

派
遣

の
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

は
、

チ
ー

ム
員

に
待

機
を

指
示

す
る

こ
と

。

な
お

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
の

開
催

に
当

た
っ

て
、

構
成

員
の

招
集

が
困

難
な

場
合

に
は

、
電

子
メ

ー
ル

そ
の

他
の

多
様

な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
サ

ー
ビ

ス
等

の
活

用
に

よ
り

、

臨
機

応
変

に
対

応
す

る
こ

と
。

③
チ

ー
ム

の
派

遣
決

定

本
部

は
、

被
災

市
区

町
村

か
ら

の
依

頼
又

は
本

部
が

把
握

し
た

情
報

に
基

づ
き

、
チ

ー
ム

の
派

遣
の

必
要

性
が

認
め

ら
れ

た
場

合
、

把
握

し
た

情
報

等
を

元
に

、
派

遣
対

象

と
な

る
一

般
避

難
所

の
リ

ス
ト

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

当
該

一
般

避
難

所
ご

と
に

、

派
遣

す
る

チ
ー

ム
の

リ
ス

ト
、

各
チ

ー
ム

の
派

遣
可

能
期

間
等

を
取

り
ま

と
め

、
あ

ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

手
順

に
従

っ
て

派
遣

を
決

定
し

、
派

遣
に

向
け

た
調

整
を

行
う

こ

と
。

④
活

動
計

画
の

策
定

本
部

は
、
チ

ー
ム

の
派

遣
決

定
を

行
う

場
合

に
は

、
現

地
視

察
等

に
よ

り
、
被

災
地

域
の

実
情

を
把

握
す

る
チ

ー
ム

員
等

の
協

力
を

得
て

、
派

遣
回

数
や

派
遣

先
、
活

動
内

容
等

に
関

す
る

活
動

計
画

を
策

定
し

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
成

員
間

で
共

有
す

る
こ

と
。

な
お

、
活

動
計

画
の

策
定

に
当

た
っ

て
は

、
被

災
地

域
の

自
立

性
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

よ
う

、
派

遣
の

終
了

段
階

に
お

い
て

、
チ

ー
ム

か
ら

被
災

地
域

に
お

け
る

社
会

資

源
に

よ
る

活
動

へ
の

橋
渡

し
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
こ

と
を

目
標

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
活

動
計

画
の

内
容

は
、

チ
ー

ム
か

ら
の

活
動

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
の

報
告

を
受

け
、

必
要

に
応

じ
て

見
直

し
を

行
う

こ
と

。

⑤
チ

ー
ム

の
活

動
支

援

本
部

は
、

チ
ー

ム
の

活
動

期
間

中
、

チ
ー

ム
に

対
す

る
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
情

報
及

び
物

資
の

提
供

、
都

道
府

県
災

害
対

策
本

部
等

と
の

調
整

そ

の
他

の
後

方
支

援
を

行
う

こ
と

。
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⑥
チ

ー
ム

の
派

遣
終

了
の

決
定

本
部

は
、

派
遣

し
た

チ
ー

ム
か

ら
の

報
告

や
地

域
の

社
会

資
源

の
復

旧
の

状
況

、
関

係
団

体
の

活
動

状
況

等
を

勘
案

し
、

被
災

市
区

町
村

及
び

一
般

避
難

所
の

管
理

者
等

と

協
議

の
上

、
チ

ー
ム

の
派

遣
終

了
を

決
定

す
る

こ
と

。

な
お

、
派

遣
終

了
に

当
た

っ
て

は
、

被
災

地
域

の
自

立
性

を
尊

重
す

る
観

点
か

ら
、

当
該

地
域

に
お

け
る

社
会

資
源

に
よ

る
活

動
へ

の
橋

渡
し

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、

配
慮

す
る

こ
と

。

⑦
活

動
終

了
後

の
振

り
返

り
等

本
部

又
は

事
務

局
は

、
チ

ー
ム

の
活

動
終

了
後

、
派

遣
さ

れ
た

チ
ー

ム
員

を
招

集
し

、

活
動

の
振

り
返

り
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

こ
で

の
成

果
や

課
題

を
他

の
チ

ー
ム

員
や

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
成

員
等

の
間

で
共

有
す

る
こ

と
。

（
２

）
チ

ー
ム

の
活

動
内

容

チ
ー

ム
は

、
一

般
避

難
所

に
お

い
て

、
災

害
時

要
配

慮
者

に
対

し
、

次
に

掲
げ

る
活

動

を
行

う
こ

と
。

な
お

、
チ

ー
ム

の
活

動
に

当
た

っ
て

は
、
災

害
時

要
配

慮
者

の
安

心
を

確
保

す
る

た
め

、

災
害

派
遣

福
祉

チ
ー

ム
等

の
名

称
を

記
し

た
ビ

ブ
ス

等
の

着
用

に
よ

り
、
都

道
府

県
を

中

心
と

し
た

活
動

で
あ

る
こ

と
が

外
形

上
明

確
に

な
る

こ
と

が
望

ま
し

い
も

の
で

あ
る

こ

と
。

①
福

祉
避

難
所

等
へ

の
誘

導

ま
ず

は
災

害
時

要
配

慮
者

へ
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

行
い

、
そ

の
結

果
、

一
般

避
難

所
内

で
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

者
が

い
る

場
合

に
は

、
必

要
に

応

じ
て

当
該

一
般

避
難

所
の

管
理

者
等

と
も

協
議

の
上

、
災

害
時

要
配

慮
者

の
理

解
を

十

分
に

得
て

、
必

要
な

体
制

が
確

保
さ

れ
て

い
る

福
祉

避
難

所
等

へ
の

誘
導

を
行

う
こ

と
。

②
災

害
時

要
配

慮
者

へ
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

一
般

避
難

所
に

お
い

て
災

害
時

要
配

慮
者

に
必

要
な

支
援

の
内

容
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
適

切
な

環
境

の
確

保
を

図
り

つ
つ

、
必

要
な

支
援

を
行

う
た

め
、

そ
の

家
族

構

成
や

要
介

護
度

、
病

歴
、

服
薬

の
状

況
そ

の
他

の
日

常
生

活
上

の
留

意
事

項
等

に
関

す

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

す
る

こ
と

。

1
0

た
だ

し
、

既
に

保
健

師
等

が
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
る

場
合

な
ど

、
災

害
時

要
配

慮
者

に
対

し
、

重
複

し
て

こ
れ

が
行

わ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

の
負

担
を

増
大

さ

せ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

事
前

に
関

係
者

間
で

の
情

報
共

有
・

調
整

が
行

わ
れ

て
い

る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

こ
と

。

③
日

常
生

活
上

の
支

援

災
害

時
要

配
慮

者
の

避
難

生
活

に
伴

う
生

活
機

能
の

低
下

等
の

二
次

被
害

を
防

止

し
、

安
定

的
な

避
難

生
活

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

、
そ

の
食

事
、

ト
イ

レ
、

入
浴

の
介

助

等
の

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
こ

と
。

た
だ

し
、

避
難

生
活

後
の

自
立

し
た

生
活

に

円
滑

に
移

行
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

過
度

な
支

援
を

行
う

こ
と

の
な

い
よ

う
、

必

要
に

応
じ

チ
ー

ム
に

お
い

て
ケ

ー
ス

会
議

を
実

施
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、

支
援

対
象

者

ご
と

に
必

要
な

支
援

内
容

を
検

討
・

検
証

す
る

こ
と

。

ま
た

、
生

活
不

活
化

病
予

防
の

た
め

の
体

操
や

散
歩

、
子

ど
も

等
へ

の
支

援
な

ど
、

災
害

時
要

配
慮

者
の

状
況

を
踏

ま
え

た
幅

広
い

支
援

を
工

夫
す

る
こ

と
。

④
相

談
支

援

災
害

発
生

か
ら

の
時

間
の

経
過

に
応

じ
、
災

害
時

要
配

慮
者

の
福

祉
ニ

ー
ズ

は
変

化

し
て

い
く

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

を
把

握
し

、
そ

の
抱

え
る

課
題

を

適
宜

解
決

し
て

い
く

た
め

、
一

般
避

難
所

内
に

相
談

ス
ペ

ー
ス

を
設

置
す

る
な

ど
に

よ

り
、

必
要

な
相

談
支

援
を

行
う

こ
と

。

⑤
一

般
避

難
所

内
の

環
境

整
備

災
害

時
要

配
慮

者
の

良
好

な
生

活
環

境
を

確
保

す
る

た
め

、
生

活
ス

ペ
ー

ス
や

車
い

す
の

通
路

の
確

保
、

段
差

の
解

消
、

ト
イ

レ
環

境
の

改
善

、
子

ど
も

の
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ

の
た

め
の

キ
ッ

ズ
ス

ペ
ー

ス
や

乳
幼

児
を

抱
え

る
母

親
に

対
す

る
授

乳
ス

ペ
ー

ス
の

設
置

等
一

般
避

難
所

内
の

必
要

な
環

境
整

備
を

行
う

こ
と

。

⑥
本

部
、

都
道

府
県

と
の

連
絡

調
整

、
状

況
等

の
報

告

一
般

避
難

所
内

で
解

決
が

困
難

な
福

祉
ニ

ー
ズ

が
あ

る
場

合
等

に
は

、
本

部
を

通
じ

て
、

都
道

府
県

災
害

対
策

本
部

に
対

応
を

依
頼

す
る

な
ど

、
必

要
な

連
絡

調
整

を
行

う

こ
と

。

ま
た

、
定

期
的

に
本

部
に

対
し

て
、
活

動
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

報
告

を
行

う
こ

と
。
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1
1

⑦
後

続
の

チ
ー

ム
へ

の
引

継
ぎ

後
続

の
チ

ー
ム

が
あ

る
場

合
に

は
、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

結
果

や
必

要
な

支
援

内
容

等

に
つ

い
て

、
適

切
に

引
継

ぎ
を

行
う

こ
と

。

⑧
被

災
市

区
町

村
や

避
難

所
管

理
者

と
の

連
携

チ
ー

ム
の

活
動

に
当

た
っ

て
は

、
被

災
市

町
村

災
害

対
策

本
部

や
一

般
避

難
所

の
管

理
者

か
ら

活
動

内
容

の
承

認
を

得
る

な
ど

、
当

該
市

区
町

村
等

と
十

分
に

連
携

を
図

る

こ
と

。

⑨
他

職
種

と
の

連
携

チ
ー

ム
は

、
災

害
時

要
配

慮
者

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
等

に
係

る
負

担
に

も
配

慮
し

、
保

健
医

療
関

係
者

が
保

有
す

る
情

報
と

、
チ

ー
ム

の
保

有
す

る
情

報
等

と
を

共
有

す
る

た

め
、

一
般

避
難

所
等

に
お

け
る

情
報

共
有

の
た

め
の

会
議

へ
の

参
加

又
は

当
該

一
般

避

難
所

の
管

理
者

等
と

協
議

の
上

、
開

催
の

呼
び

か
け

を
行

う
こ

と
。

⑩
被

災
地

域
の

社
会

福
祉

施
設

等
と

の
連

携

被
災

地
域

の
自

立
性

を
尊

重
す

る
観

点
か

ら
、
当

該
地

域
に

お
け

る
社

会
福

祉
施

設

等
と

の
連

携
、

協
働

を
可

能
な

限
り

積
極

的
に

図
る

こ
と

。

５
．

市
区

町
村

の
責

務
に

つ
い

て

管
内

市
区

町
村

は
、
平

時
か

ら
、
地

域
住

民
及

び
社

会
福

祉
施

設
等

に
対

し
、
一

般
避

難

所
及

び
福

祉
避

難
所

の
所

在
や

機
能

等
に

つ
い

て
、
積

極
的

に
周

知
を

図
る

と
と

も
に

、
必

要
な

物
品

の
確

保
等

速
や

か
に

避
難

所
を

運
営

で
き

る
体

制
を

整
え

る
こ

と
。
こ

の
際

、
都

道
府

県
は

、
管

内
市

区
町

村
の

こ
う

し
た

取
組

を
把

握
し

つ
つ

、
そ

の
状

況
に

応
じ

、
助

言

そ
の

他
の

必
要

な
支

援
を

行
う

こ
と

。

ま
た

、
災

害
時

要
配

慮
者

に
対

す
る

支
援

を
適

切
に

行
う

観
点

か
ら

、
都

道
府

県
を

中
心

に
構

成
さ

れ
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
積

極
的

に
関

わ
り

を
持

ち
つ

つ
、

３
の

（
３

）
の

⑦
に

規

定
す

る
研

修
・

訓
練

へ
の

参
加

や
市

区
町

村
が

行
う

防
災

訓
練

へ
の

チ
ー

ム
の

招
聘

、
情

報

の
提

供
そ

の
他

の
必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

1
2

さ
ら

に
、
災

害
発

生
時

に
お

い
て

は
、
一

般
避

難
所

及
び

福
祉

避
難

所
の

運
営

状
況

を
適

切
に

把
握

し
、
福

祉
支

援
の

必
要

性
が

認
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

介
し

て

必
要

な
支

援
の

要
請

を
行

う
こ

と
。
特

に
被

災
市

区
町

村
に

あ
っ

て
は

、
本

部
と

緊
密

に
連

携
し

、
チ

ー
ム

が
一

般
避

難
所

に
お

い
て

円
滑

に
活

動
で

き
る

よ
う

、
関

係
者

と
の

橋
渡

し

を
行

う
な

ど
必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

６
．

そ
の

他
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

（
１

）
保

健
医

療
分

野
を

含
め

た
一

体
的

な
支

援
体

制
の

整
備

等

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
ま

ず
は

福
祉

・
介

護
分

野
を

中
心

と
し

た
都

道
府

県
内

の
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

を
整

備
し

、
保

健
医

療
分

野
に

お
け

る
支

援
体

制
と

連
携

し
て

、
必

要
な

福
祉

支
援

を
行

う
こ

と
を

想
定

し
て

い
る

が
、
当

初
の

段
階

か
ら

保
健

医
療

分
野

を
含

め
た

一

体
的

な
支

援
体

制
の

整
備

を
行

う
方

法
も

考
え

ら
れ

る
こ

と
。

ま
た

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

る
全

て
の

機
能

を
同

時
に

整
備

す
る

こ
と

が
難

し
い

場

合
に

は
、
機

能
ご

と
に

優
先

順
位

を
付

け
て

段
階

的
に

整
備

を
進

め
て

い
く

こ
と

も
考

え

ら
れ

る
こ

と
。

（
２

）
広

域
的

な
災

害
の

場
合

の
取

扱
い

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
都

道
府

県
内

で
の

局
地

的
な

災
害

を
前

提
と

し
て

い
る

た
め

、

広
域

的
な

災
害

の
場

合
、

単
独

の
都

道
府

県
で

は
対

応
が

困
難

な
場

合
も

想
定

さ
れ

る
。

こ
の

た
め

、
都

道
府

県
内

の
体

制
整

備
に

加
え

、
隣

接
す

る
都

道
府

県
等

と
も

連
携

の

上
、

ブ
ロ

ッ
ク

単
位

で
の

体
制

整
備

も
併

せ
て

進
め

て
い

く
こ

と
が

望
ま

し
い

こ
と

。

な
お

、
必

要
な

場
合

に
は

、
国

が
広

域
的

な
調

整
を

行
う

の
で

、
厚

生
労

働
省

社
会

・

援
護

局
福

祉
基

盤
課

あ
て

相
談

さ
れ

た
い

。

そ
の

際
、

厚
生

労
働

省
と

し
て

も
、

災
害

の
状

況
や

被
災

地
域

の
ニ

ー
ズ

把
握

を
行

う

た
め

、
都

道
府

県
の

チ
ー

ム
に

同
行

す
る

な
ど

必
要

な
協

力
を

お
願

い
す

る
場

合
が

あ
る

。

（
３

）
被

災
し

た
社

会
福

祉
施

設
等

の
事

業
継

続

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

よ
る

一
般

避
難

所
へ

の
対

応
に

加
え

、
被

災
し

た
社

会
福

祉
施

設

等
が

適
切

に
事

業
継

続
を

行
え

る
よ

う
な

体
制

整
備

も
併

せ
て

重
要

で
あ

る
。
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1
3

災
害

時
に

あ
っ

て
も

最
低

限
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

が
維

持
で

き
る

よ
う

、
緊

急
時

の
人

員

の
招

集
方

法
や

飲
料

水
、

食
料

、
冷

暖
房

設
備

や
空

調
設

備
等

の
稼

働
用

燃
料

の
確

保
策

等
に

つ
い

て
、

あ
ら

か
じ

め
事

業
継

続
計

画
を

策
定

す
る

な
ど

、
各

施
設

等
基

準
を

踏
ま

え
つ

つ
、

個
々

の
社

会
福

祉
施

設
等

に
お

け
る

取
組

に
つ

い
て

も
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
整

備
と

併
せ

て
推

進
す

る
こ

と
。

ま
た

、
災

害
発

生
時

に
お

け
る

福
祉

避
難

所
の

運
営

等
に

よ
り

、
一

時
的

に
人

員
が

不

足
す

る
よ

う
な

場
合

に
備

え
、
各

社
会

福
祉

施
設

等
関

係
団

体
に

よ
る

支
援

や
社

会
福

祉

施
設

等
を

運
営

す
る

法
人

間
で

相
互

に
人

員
を

融
通

す
る

協
定

を
締

結
す

る
な

ど
、
法

人

間
の

相
互

支
援

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
も

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
場

を
活

用
し

、
そ

の
具

体
的

な
方

法
等

に
つ

い
て

併
せ

て
検

討
す

る
こ

と
も

有
効

で
あ

る
こ

と
。

（
４

）
「

災
害

福
祉

広
域

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
支

援
事

業
」

の
活

用

都
道

府
県

に
よ

る
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
踏

ま
え

た
取

組
に

係
る

費
用

の
う

ち
、
災

害
時

の
チ

ー
ム

の
活

動
費

用
を

除
き

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

立
ち

上
げ

・
運

営
に

係
る

費
用

等
に

つ
い

て
は

、「
災

害
福

祉
広

域
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

支
援

事
業

」（
生

活
困

窮
者

就

労
準

備
支

援
事

業
費

等
補

助
金

の
メ

ニ
ュ

ー
事

業
）
の

補
助

対
象

と
な

る
の

で
、
こ

れ
を

活
用

さ
れ

た
い

こ
と

。

（
５

）
「

災
害

時
の

福
祉

支
援

の
在

り
方

と
標

準
化

に
関

す
る

調
査

研
究

事
業

報
告

書
」

の
参

照

災
害

福
祉

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
築

の
背

景
や

一
部

の
都

道
府

県
に

お
け

る
具

体
的

な
取

組
事

例
等

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
9
年

度
社

会
福

祉
推

進
事

業
（

厚
生

労
働

省
国

庫

補
助

事
業

）
を

活
用

し
、
（

株
）

富
士

通
総

研
が

「
災

害
時

の
福

祉
支

援
の

在
り

方
と

標

準
化

に
関

す
る

調
査

研
究

事
業

報
告

書
」

及
び

関
連

資
料

を
取

り
ま

と
め

て
い

る
の

で
、

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

併
せ

て
こ

れ
を

参
照

さ
れ

た
い

こ
と

。

（
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
u
j
i
t
s
u
.
c
o
m
/
j
p
/
g
r
o
u
p
/
f
r
i
/
r
e
p
o
r
t
/
e
l
d
e
r
l
y
-
h
e
a
l
t
h
/
2
0
1
7
s
a
i

g
a
i
f
u
k
u
s
h
i
.
h
t
m
l
）
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青森県

災害福祉支援体制の構築状況

平成３０年度社会・援護局関係主管課長会議資料

参考資料５

Ⅰ 災害福祉支援体制について

体制の設置主体 青森県

体制名称 青森県災害福祉広域支援ネットワーク協議会

設置要綱等
青森県災害福祉広域支援ネットワーク協議会設置要綱
青森県災害福祉広域支援ネットワーク協議会運営要領
青森県災害福祉支援チーム設置運営要領

災害発生時に
おける活動

○ 青森県
①被害情報の収集 ②被災市町村、関係機関との連絡調整
③青森DCATの派遣の判断、設置 ④費用負担に係る調整
○ 青森県社協
①青森DCATの派遣調整、派遣者のとりまとめ
②県及び関係団体との連絡調整
③活動に必要な資機材の調整

○ その他の構成団体
①青森DCATのチーム員派遣に係る会員等の調整

事務局 青森県、青森県社会福祉協議会

区 分 団 体 等 名

福祉関係

社会福祉法人 ⻘森県社会福祉協議会

⻘森県社会福祉法人経営者協議会

公益社団法人 ⻘森県⽼⼈福祉協会

公益社団法人 ⻘森県⽼⼈保健施設協会

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 ⻘森県⽀部

⻘森県地域包括・在宅介護⽀援センター協議会

一般社団法人 ⻘森県保育連合会

⻘森県児童養護施設協議会

⻘森県⾝体障害者施設協議会

⻘森県社会就労センター協議会

公益社団法人 ⻘森県社会福祉⼠会

⻘森県精神保健福祉⼠協会

公益社団法人 ⻘森県介護⽀援専⾨員協会

⻘森県ホームヘルパー連絡協議会

一般社団法人 ⻘森県介護福祉⼠会

⾏ 政 ⻘森県

平時における
活動

構成団体・員

組織役員
委員長：
副委員長：
委員：

青森県健康福祉部健康福祉政策課長
委員長による指名
構成団体の代表者

１ 青森県
①市町村、関係機関・団体との協力体制構築
②チーム活動の周知

２ 青森県社協
①青森県災害福祉支援チーム（以下「青森DCAT」）の派遣
調整、派遣者のとりまとめ

②チーム員の募集、研修、登録
３ その他の構成団体
①協議会の活動への協力・連携
②当該団体の会員、法人、施設等への周知、啓発
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Ⅱ 災害福祉派遣チームについて

チーム構成
及び資格要件

福祉・介護の専門職員（３年以上の実務経験者で、原則として登録時研修を受講した者）

１チームあたりの
人数

（標準）６名／１チーム
登録チーム員

・施設数
１２２名／９６施設数（６２法人） ※H31.1.24現在

チーム員としての登録に必要な手続き等

①青森DCATの派遣に協力する協力施設又は協力施設を設置する法人は、
青森県災害福祉支援チーム派遣協力申出書を県に提出。
②県は、前項の申出書の提出を受け、前述の協力施設等と青森県災害福
祉支援チームの派遣に関する協定を締結。
③当該協力施設等に所属する職員は、青森県社協が実施する登録時研修
を受講。
④登録時研修を修了した者を青森DCATの構成員として登録。

災害時のチーム編成・派遣までに至る手順

①県は青森DCAT派遣の要否を判断し、必要である場合、以下を要請。
〇青森県社協へ青森DCATの派遣調整及びとりまとめ要請。
〇青森県災害福祉広域支援ネットワーク協議会構成団体（ただし、青森県社協
を除く）へ、当該団体所属会員に属するDCAT登録員の派遣に係る協力要請。

②青森県社協
〇青森DCATとして派遣可能なチーム員の調整、とりまとめ。
〇派遣可能なチームを県へ報告。

③青森県
〇派遣の決定（チーム員及びチーム員が所属する協力施設等へ通知）

チームの
派遣先での
活動内容

〇避難者の福祉ニーズ把握及び要配慮者のスクリーニング。
〇要配慮者からの相談対応及び介護を要する者への応急的支援。
〇その他福祉的課題があれば解消に向けての調整。

１ 県と協力施設等の間で
協定の締結

２ チーム員予定者登録簿
の提出

３ チーム員予定者は、登
録研修の受講後、チーム員
として登録

協定締結

青
森
県

協
力
施
設
等

派遣協力
申出書提出

協定書

県
社
協

協
力
施
設
等

提出

チーム員
予定者登

録簿

研修受講

⇒研修受講後、チーム
員として登録

青森県

１ 各チーム員に対し、派遣
対応の可否について確認

２ チーム員からの報告をも
とに、チーム編成

３ オリエンテーションを行
い、被災地へ派遣

県社協

チーム編成等依頼

派遣対応の
可否確認

チーム編成

県社協
現地
（被災地）

避難所
など

チーム

オリエン
テーション

報告
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青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
設
置
要
綱

 

 第
１
 
設
置
 

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
要
配
慮
者
の
様
々
な
福
祉
・
介
護
等
の
ニ
ー
ズ
把
握
及
び
支
援
調
整
等

を
広
域
的
に
行
う
た
め
、
行
政
と
民
間
が
一
体
と
な
っ
て
広
域
的
な
福
祉
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以

下
「
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
。）

を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

 

 第
２
 
定
義
 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

(
１
)
大
規
模
災
害
 
災
害
救
助
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

11
8
号
）
が
適
用
さ
れ
又
は
適
用
さ
れ
る
可
能

 

 
 
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
規
模
の
災
害
 

(
２
)
要
配
慮
者

 
高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
、
病
弱
者
等
、
災
害
時
又
は
避
難
所
で
の
生
 

活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
 

(
３
)
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム

 
福
祉
・
介
護
等
の
専
門
職
員
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
大
規
模
災

害
発
生
時
に
避
難
所
、
福
祉
避
難
所
（
要
配
慮
者
を
受
け
入
れ
る
避
難
所
を
い
う
。
）
そ
の
他
災

害
の
発
生
時
に
お
い
て
要
配
慮
者
を
受
け
入
れ
る
施
設
に
お
い
て
要
配
慮
者
を
支
援
す
る
チ
ー

ム
（
以
下
「
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
」
と
い
う
。）

 

(
４
)
チ
ー
ム
員

 
チ
ー
ム
を
構
成
す
る
者
 

＊
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ

(D
is

as
t
er

 C
ar
e 

As
si
st
an

c
e 

Te
a
m)
 

 第
３
 
所
掌
事
項
 
 

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
協
議
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
１
)
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
２
)
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
要
配
慮
者
支
援
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
３
)
大
規
模
災
害
に
備
え
た
チ
ー
ム
員
の
養
成
及
び
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
４
)
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
設
置
要
綱
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
運
営
要
領
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
設
置
運
営
要
領
、
青
森
県
災
害

福
祉
支
援
チ
ー
ム
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
員
養
成
研
修
実
施
及

び
チ
ー
ム
員
登
録
要
領
の
策
定
及
び
改
正
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
５
)
前
４
号
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
 

 第
４
 
構
成
 

１
 
協
議
会
は
、
別
表
に
掲
げ
る
団
体
等
（
以
下
「
構
成
団
体
」
と
い
う
。
）
で
組
織
し
、
そ
の
代
表

者
等
を
委
員
と
す
る
。
 

２
 
委
員
の
任
期
は
設
け
な
い
も
の
と
し
、
構
成
団
体
は
、
委
員
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
は
、
委
員
長

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
協
議
会
の
活
動
に
関
し
て
検
討
を
行
う
た
め
、
協
議
会
に
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。
 

４
 
協
議
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
会
議
に
委
員
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が

で
き
る
。
 

2
 

  第
５
 
役
員
 

１
 
協
議
会
に
役
員
を
置
く
。

 

(１
）
委
員
長
 

(２
）
副
委
員
長
 

２
 
委
員
長
は
青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
長
と
し
協
議
会
を
総
理
し
、
会
議
の
議
長
と
な

る
。
 

３
 
副
委
員
長
は
委
員
長
が
指
名
し
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

 

 第
６
 
招
集
 

協
議
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
 

 第
７
 
個
人
情
報
の
保
護
 

協
議
会
の
活
動
に
あ
た
り
取
得
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
五
十
七
号
）
そ
の
他
関
係
法
令
、
規
程
等
に
基
づ
き
、
構
成

団
体
の
責
任
に
お
い
て
、
適
切
に
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

 

附
 
則
 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
８
年
９
月
２
７
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
別

表
）

N
o
.

機
関

・
団

体
名

役
割

1
青

森
県

社
会

福
祉

法
人

経
営

者
協

議
会

社
会

福
祉

施
設

の
専

門
職

の
派

遣
体

制
検

討

2
公

益
社

団
法

人
 青

森
県

老
人

福
祉

協
会

高
齢

者
福

祉
分

野
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

3
公

益
社

団
法

人
 青

森
県

老
人

保
健

施
設

協
会

高
齢

者
福

祉
分

野
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

4
公

益
社

団
法

人
日

本
認

知
症

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
協

会
青

森
県

支
部

高
齢

者
福

祉
分

野
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

5
青

森
県

地
域

包
括

・
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

高
齢

者
分

野
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

6
一

般
社

団
法

人
 青

森
県

保
育

連
合

会
児

童
福

祉
分

野
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

7
青

森
県

児
童

養
護

施
設

協
議

会
児

童
福

祉
分

野
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

8
青

森
県

身
体

障
害

者
施

設
協

議
会

障
害

者
福

祉
分

野
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

9
青

森
県

社
会

就
労

セ
ン

タ
ー

協
議

会
障

害
者

福
祉

分
野

の
専

門
職

の
派

遣
体

制
検

討

1
0

公
益

社
団

法
人

 青
森

県
社

会
福

祉
士

会
避

難
所

に
お

け
る

相
談

支
援

の
た

め
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

1
1

青
森

県
精

神
保

健
福

祉
士

協
会

避
難

所
に

お
け

る
相

談
支

援
の

た
め

の
専

門
職

の
派

遣
体

制
検

討

1
2

公
益

社
団

法
人

 青
森

県
介

護
支

援
専

門
員

協
会

避
難

所
に

お
け

る
相

談
支

援
の

た
め

の
専

門
職

の
派

遣
体

制
検

討

1
3

青
森

県
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

連
絡

協
議

会
避

難
所

に
お

け
る

生
活

支
援

の
た

め
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

1
4

一
般

社
団

法
人

 青
森

県
介

護
福

祉
士

会
避

難
所

に
お

け
る

生
活

支
援

の
た

め
の

専
門

職
の

派
遣

体
制

検
討

1
5

社
会

福
祉

法
人

青
森

県
社

会
福

祉
協

議
会

県
内

の
社

会
福

祉
関

係
機

関
・
団

体
等

と
の

連
絡

調
整

1
6

青
森

県
健

康
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課
市

町
村

、
関

係
機

関
、

関
係

団
体

と
の

協
力

連
携

体
制

の
構

築

構
成

団
体

3
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1
 

 

青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
運
営
要
領

 

 第
１

 
目
的

 

こ
の
要
領
は
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
設
置
要
綱
に
基
づ
き
、
青
森
県

災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）

の
運
営
に
関
し
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
。

 

 第
２

 
事
前
協
定
等

 

協
議
会
の
構
成
団
体
は
、
県
と
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
に
関
す
る
協
定
（
様
式
第
１
号
）
を
締

結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
３

 
平
常
時
の
事
務
分
掌

 

１
 
協
議
会
の
平
常
時
の
事
務
分
掌
は
、
以
下
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
１
)
県

 

ア
 
チ
ー
ム
活
動
に
関
す
る
周
知
、
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

 

イ
 
市
町
村
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
と
の
協
力
連
携
体
制
の
構
築
（
事
前
協
定
を
含
む
。
）
に
関

 

す
る
こ
と
。

 

ウ
 
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
設
置
要
綱
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援

 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
運
営
要
項
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
設
置
運
営
要
領
の

 

策
定
及
び
改
正
に
関
す
る
こ
と
。

 

 (
２
)
社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
「
県
社
協
」
と
い
う
。）

 

ア
 
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
（
以
下
「
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
の
訓
練
等
に
お
け
る

 

派
遣
調
整
及
び
派
遣
者
の
と
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。

 

イ
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
チ
ー
ム
員
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

 

ウ
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
研
修
及
び
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

 
 

 

エ
 
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
並
び
に
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
員

 

養
成
研
修
実
施
及
び
チ
ー
ム
員
登
録
要
領
の
策
定
及
び
改
正
に
関
す
る
こ
と
。

 

 

(
３
)
そ
の
他
の
構
成
団
体

 

ア
 
協
議
会
の
活
動
へ
の
協
力
・
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

 

イ
 
当
該
団
体
の
会
員
、
法
人
、
施
設
等
（
以
下
「
会
員
等
」
と
い
う
。
）
へ
の
周
知
、
啓
発
に
関
す

 

る
こ
と
。

 

 第
４

 
大
規
模
災
害
発
生
時
の
事
務
分
掌

 

１
 
協
議
会
の
大
規
模
災
害
発
生
時
の
事
務
分
掌
は
、
以
下
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
１
)
県

 

ア
 
被
害
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

 

イ
 
被
災
市
町
村
（
災
害
対
策
本
部
）
等
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

 

ウ
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
の
要
否
の
判
断
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
設
置
、
派
遣
等
の
要
請
に
関
す
る

2
 

 

こ
と
。

 

エ
 
費
用
負
担
に
係
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

 
 

オ
 
そ
の
他
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
に
関
し
て
必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

 

 

(
２
)
県
社
協

 

ア
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
調
整
及
び
派
遣
者
の
と
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。

 

イ
 
県
及
び
関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

ウ
 
そ
の
他
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
に
関
し
て
必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

 

 

(
３
)
そ
の
他
の
構
成
団
体

 

ア
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
チ
ー
ム
員
派
遣
に
係
る
会
員
等
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

 

イ
 
そ
の
他
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
チ
ー
ム
員
派
遣
に
関
し
て
必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

 

 第
５

 
派
遣
要
請
等

 

１
 
第
４
に
規
定
す
る
県
が
行
う
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
派
遣
等
の
要
請
は
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
派

遣
要
請
書
（
様
式
第
２
号
。
以
下
「
派
遣
要
請
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
県
社
協
は
、

速
や
か
に
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
調
整
及
び
派
遣
者
の
と
り
ま
と
め
に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
大
規
模
災
害
発
生
時
、
第

2
の
協
定
に
基
づ
き
県
が
行
う
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
派
遣
に
係
る
協
力
要
請
は
、

青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
協
力
要
請
書
（
様
式
第
３
号
。
以
下
「
協
力
要
請
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
の
状
況
等
に
よ
り
協
力
要
請
書
の
作
成
を
省
略
し
口
頭
に
よ
り
要
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

 第
６

 
個
人
情
報
の
保
護

 

協
議
会
の
運
営
に
あ
た
り
取
得
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
五
十
七
号
）
そ
の
他
関
係
法
令
、
規
程
等
に
基
づ
き
、
構
成
団
体
の
責

任
に
お
い
て
、
適
切
に
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

 第
７

 
補
則

 

こ
の
要
領
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
で
協
議
の
う
え
、
決
定
す
る
。

 

 

附
 
則

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
２
８
年
９
月
２
７
日
か
ら
施
行
す
る
。
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3
 

 （
様
式
第
１
号
）

 

 

青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
に
関
す
る
協
定

 

  
青
森
県
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
（
団
体
名
）
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、
青
森
県
災
害
福

祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
運
営
要
領
（
以
下
「
運
営
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
協
定
を
締
結
す
る
。

 

 第
１

 
目
的

 

こ
の
協
定
は
、
大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
い
て
、
避
難
所
又
は
福
祉
避
難
所
そ
の
他
災
害
時
に
お
い

て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
（
以
下
「
要
配
慮
者
」
と
い
う
。
）
を
受
け
入
れ
る
施
設
等
（
以
下

「
避
難
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
要
配
慮
者
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
青

森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
（
以
下
「
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
を
円
滑
に
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

 

 第
２

 
平
常
時
の
対
応

 

１
 
乙
は
、
平
常
時
は
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と

い
う
。
）
の
活
動
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
乙
は
、
平
常
時
は
、
大
規
模
災
害
発
生
時
に
備
え
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

関
し
て
、
乙
を
構
成
す
る
会
員
、
法
人
、
施
設
等
（
以
下
「
会
員
等
」
と
い
う
。
）
に
周
知
・
啓
発

活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
会
員
等
に
対
し
て
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
派
遣
協
力
申
出
書
（
青

森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
設
置
運
営
要
領
様
式
第
１
号
）
を
配
布
し
、
県
と
会
員
等
の
青
森
Ｄ
Ｃ

Ａ
Ｔ
派
遣
に
係
る
協
定
締
結
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
３

 
派
遣
に
係
る
要
請
等

 

１
 
甲
は
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援

チ
ー
ム
派
遣
要
請
書
（
様
式
第
２
号
。
以
下
「
派
遣
要
請
書
」
と
い
う
。
）
を
社
会
福
祉
法
人
青
森
県

社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
「
県
社
協
」
と
い
う
。
）
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域

支
援
協
力
要
請
書
（
様
式
第
３
号
。
以
下
「
協
力
要
請
書
」
と
い
う
。
）
を
県
社
協
を
除
く
青
森
県
災

害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
設
置
要
綱
別
表
に
掲
げ
る
団
体
に
送
付
し
、
会
員
等
に
所
属

す
る
チ
ー
ム
登
録
員
の
派
遣
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
の
状
況
等
に
よ
り
協
力
要

請
書
の
作
成
を
省
略
し
口
頭
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
要
請
を
行
っ
た
場
合
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
乙
に
対
し
て
県
社
協
に
人
員
を
派
遣
し
青

森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
派
遣
に
関
す
る
調
整
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
乙
は
、
前
項
の
要
請
を
受
け
た
場
合
は
、
会
員
等
（
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
と
調
整
を
行
い
、
速
や
か
に
派
遣
の
可
否
及
び
派
遣
可
能
な
人
員
数
等
を
県
社
協
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

 

 第
４

 
費
用
の
負
担
等

 

１
 
甲
の
要
請
に
基
づ
き
乙
が
要
し
た
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
調
整
等
に
要
し
た
費
用
（
以
下
「
費
用
」

と
い
う
。
）
の
負
担
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
、
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

(
１

)
災
害
救
助
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
1
8
号
）
に
よ
る
救
助
費
の
支
弁
対
象
と
な
る
場
合

 
災
害

救
助
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
甲
が
費
用
を
負
担
す
る
。

 

（
２
）
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

 
甲
と
乙
が
協
議
す
る
。

 

4
 

 

２
 
甲
は
、
人
員
を
派
遣
し
た
施
設
等
の
長
に
対
し
、
費
用
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

 

 第
５

 
定
め
の
な
い
事
項
等

 

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
こ
の
協
定
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
甲
と
乙
が
協
議

し
て
定
め
る
。

 

 第
６

 
有
効
期
間

 

こ
の
協
定
の
有
効
期
間
（
以
下
「
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
協
定
の
締
結
の
日
か
ら
１
年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
満
了
の
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
甲
、
乙
の
い
ず
れ
か
ら
も
何
ら
の
意

思
表
示
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
間
こ
の
協
定
は
延

長
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。

 

 

こ
の
協
定
の
締
結
の
証
と
し
て
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
署
名
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
１
通
を
保
有

す
る
も
の
と
す
る
。

 

  
 

 
 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

  

甲
 
青
森
県
青
森
市
長
島
一
丁
目
１
番
１
号

 

青
森
県
知
事

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

乙
 
（
所
在
地
）

 

（
団
体
名
）

 

（
代
表
者

 
職

 
氏
名
）
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5
 

 （
様
式
第
２
号
）
 

 

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
派
遣
要
請
書
 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会
 

会
長
 
〇
〇
 
〇
〇
 
様
 

 

青
森
県
知
事
 
 
○
○
 
○
○
 
 
 
 
 

  
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
○
○
○
で
発
生
し
た
○
○
○
災
害
に
つ
い
て
、
○
○
○
（
市
・
町
・
村
）
か
ら
、

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
 

つ
き
ま
し
て
は
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
運
営
要
領
第
４
に
基
づ
き
、
下
記
派

遣
先
に
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
（
以
下
「
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
」
と
い
う
。）
を
派
遣
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
ま
た
、
本
派
遣
要
請
の
内
容
及
び
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
派
遣
状
況
に
つ
い
て
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
に
関

す
る
協
定
及
び
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
て
い
る
構
成
団
体
及
び
会

員
等
に
対
し
て
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
派
遣
に
係
る
派
遣
調
整
及
び
派
遣
者
の
と
り
ま
と
め

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 

記
 

 

１
 
派
遣
先
市
町
村
 

市
・
町
・
村
 
 
※
派
遣
要
請
（
 
有
 
・
 
無
 
）
 

２
 
現
地
災
害
対
策
 

本
部
 

住
 
所
：
 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
 

担
当
者
：
 
 
 
 
 
 
 
 
課
 

３
 
要
請
内
容
 

  

（
必
要
チ
ー
ム
数
：
 
 
 
 
）
 

４
 
活
動
予
定
先
 

 

５
 
宿
泊
場
所
 

 

６
 
派
遣
日
程
等
 

青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
期
間
は
、
５
日
間
と
す
る
が
、
現
地
の
状
況
を
把
握
の
上
で
必
要

性
を
判
断
し
、
適
宜
延
長
及
び
加
派
遣
す
る
こ
と
。
 

７
 
特
記
事
項
 

 

 

（
担
当
）
 
 

（
所
 
属
）
青
森
県
 
健
康
福
祉
部
 

健
康
福
祉
政
策
課
 
 

（
連
絡
先
）
〇
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
 

6
 

 （
様
式
第
３
号
）
 

 

青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
協
力
要
請
書
 

  

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

  
（
協
議
会
構
成
団
体
名
）
代
表
者
 
〇
〇
 
〇
〇
 
様
 

 

青
森
県
知
事
 
 
○
○
 
○
○
 
 
 
 
 

 

  
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
○
○
○
で
発
生
し
た
○
○
○
災
害
に
つ
い
て
、
○
○
○
（
市
・
町
・
村
）
か
ら
、

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
 

チ
ー
ム
編
成
に
あ
た
り
、
社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
全
チ
ー
ム
登
録
員
に
対
し
、
出
動

可
否
の
確
認
メ
ー
ル
を
一
斉
送
信
し
ま
す
の
で
、
貴
（
会
・
法
人
・
施
設
）
の
会
員
等
に
所
属
す
る
チ
ー
ム
登

録
員
の
派
遣
に
つ
い
て
、
協
力
を
要
請
し
ま
す
。
 

            

（
担
当
）
 
 

（
所
 
属
）
青
森
県
 
健
康
福
祉
部
 

健
康
福
祉
政
策
課
 
 

（
連
絡
先
）
〇
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
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1
 

 

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
設
置
運
営
要
領

 

 第
１

 
目
的

 

こ
の
要
領
は
、
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
設
置
要
綱
に
定
め
る
青
森
県
災

害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
（
以
下
「
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
の
運
営
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、

避
難
所
、
福
祉
避
難
所
（
要
配
慮
者
を
受
け
入
れ
る
避
難
所
を
い
う
。
）
そ
の
他
災
害
の
発
生
時
に
お
い

て
要
配
慮
者
を
受
け
入
れ
る
施
設
等
（
以
下
「
避
難
所
等
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
被
災
者
支
援
体
制
の

充
実
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 第
２

 
活
動
範
囲

 

青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
活
動
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
青
森
県
内
外
の
災
害
等
の
被
災
地
域
で
の
活
動
と
す

る
。

 

 第
３

 
活
動
内
容

 

１
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
活
動
は
、
次
の
内
容
を
基
本
と
す
る
。

 

(
１
)
避
難
者
の
福
祉
ニ
ー
ズ
把
握
及
び
要
配
慮
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

 

ア
 
避
難
所
等
に
避
難
し
て
い
る
者
（
以
下
「
避
難
者
等
」
と
い
う
。
）
の
福
祉
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、

中
長
期
的
な
福
祉
支
援
の
必
要
性
を
社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
「
県
社
協
」

と
い
う
。）

に
報
告
す
る
。

 

イ
 
緊
急
に
介
入
が
必
要
な
要
配
慮
者
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て
福
祉
避
難
所
や
福

祉
施
設
な
ど
に
繋
ぐ
。

 

ウ
 
避
難
者
等
の
福
祉
的
課
題
を
早
期
に
整
理
し
、
行
政
、
医
療
又
は
福
祉
機
関
等
と
課
題
を
共
有

し
、
連
携
の
取
れ
た
支
援
体
制
を
構
築
す
る
。

 

(
２
)
要
配
慮
者
か
ら
の
相
談
対
応
及
び
介
護
を
要
す
る
者
へ
の
応
急
的
な
支
援

 

ア
 
要
配
慮
者
の
相
談
に
応
じ
、
関
係
機
関
へ
の
情
報
提
供
や
支
援
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
行
う
。
 

イ
 
避
難
所
等
に
お
い
て
介
護
等
の
支
援
が
必
要
な
場
合
は
、
応
急
的
に
介
護
等
支
援
を
行
う
。

 

(
３
)
そ
の
他

 

ア
 
避
難
所
等
の
施
設
・
環
境
面
で
福
祉
的
な
課
題
が
あ
れ
ば
、
そ
の
解
消
に
向
け
て
調
整
す
る
。
 

イ
 
そ
の
他
、
広
く
避
難
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
避
難
環
境
を
良
好
に
保
つ
。

 

２
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
１
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
活
動
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
災
害
対
策
本
部
や
医
療
救
護
班
等
と
情
報
共
有
を

図
り
、
連
携
し
て
効
果
的
な
活
動
を
展
開
で
き
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
各
チ
ー
ム
の
記
録
係
は
、
各
日
の
チ
ー
ム
の
活
動
状
況
等
に
つ
い
て
記
録
す
る

。
 

 第
４

 
編
成
等

 

１
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
当
該
業
務
経
験
が
３
年
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
青
森

Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
に
協
力
す
る
協
力
施
設
又
は
協
力
施
設
を
設
置
す
る
法
人
（
以
下
「
会
員
等
」
と
い

う
。）

の
長
の
推
薦
を
受
け
、
原
則
と
し
て
別
に
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
者
に
よ
り
構
成
す
る
。

 

２
 
青
森
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）

は
、
前
項
の
研

2
 

 

修
を
修
了
し
た
者
を
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
構
成
員
（
以
下
「
チ
ー
ム
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
登
録
す
る
。

な
お
、
登
録
の
事
務
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

 

３
 
県
は
、
大
規
模
災
害
発
生
時
に
、
１
チ
ー
ム
当
た
り
６
名
を
標
準
と
し
て
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
を
設
置
す

る
。

 

４
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
は
、
以
下
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
よ
る
構
成
を
標
準
と
し
、
青
森
Ｄ
Ｃ

Ａ
Ｔ
の
人
数
及
び
職
種
構
成
に
つ
い
て
は
、
県
社
協
が
被
害
規
模
な
ど
現
地
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
調

整
す
る
。

 

(
１
)
要
配
慮
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
及
び
ニ
ー
ズ
把
握
を
行
い
、
対
象
と
な
る
要
配
慮
者
の
各
種
相
談
に

 

応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者

 

(
２
)
介
護
等
の
支
援
の
他
、
避
難
所
等
の
環
境
の
調
整
又
は
整
備
に
つ
い
て
福
祉
的
な
視
点
で
助
言
等
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
者

 

(
３
)
連
絡
調
整
及
び
情
報
収
集
を
行
い
、
中
長
期
支
援
へ
の
橋
渡
し
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
者

 

５
 
県
は
、
必
要
に
応
じ
て
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
中
か
ら
総
括
的
機
能
を
果
た
す
者
を
指
名
で
き
る
。

 

６
 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
活
動
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
資
機
材
等
に
つ
い
て
は
、
県
に
お
い
て
定
め
、
準

備
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
５

 
派
遣
協
定

 

１
 
会
員
等
は
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
派
遣
協
力
申
出
書
（
様
式
第
１
号
。
以
下
「
申
出
書
」

と
い
う
。）

を
県
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
県
は
、
前
項
の
申
出
書
の
提
出
を
受
け
、
会
員
等
と
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
に
関
す

る
協
定
（
様
式
第
２
号
）
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
６

 
派
遣
基
準

 

 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
原
則
と
し
て
災
害
救
助
法
（
昭

和
2
2
年
法
律
第

1
1
8
号
）
適
用
災
害
に
対
し
て
派
遣
す
る
も
の
と
す
る
。

 

１
 
県
内
で
災
害
等
が
発
生
し
、
被
災
市
町
村
か
ら
青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
対
し
て
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の

派
遣
要
請
が
あ
っ
た
場
合

 

２
 
県
外
で
災
害
等
が
発
生
し
、
厚
生
労
働
省
又
は
被
災
都
道
府
県
か
ら
派
遣
要
請
が
あ
っ
た
場
合

 

３
 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
た
場
合

 

 第
７

 
派
遣

 

１
 
知
事
は
、
前
条
の
派
遣
基
準
に
照
ら
し
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
が
必
要
と
判
断
す
る
と
き
は
、
会

員
等
の
長
に
対
し
て
、
チ
ー
ム
員
の
派
遣
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
会
員
等
の
長
は
、
前
項
の
派
遣
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
チ
ー
ム
員
を
派
遣
す
る
。

 

 第
８

 
活
動
期
間

 

 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
活
動
期
間
は
、
原
則
と
し
て
災
害
の
初
期
（
発
災
後
５
日
間
の
活
動
を
標
準
と
す

る
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
は
必
要
に
応
じ
て
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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 第
９

 
各
団
体
の
役
割
等

 

 
こ
の
要
領
に
お
け
る
各
団
体
等
の
役
割
は
以
下
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
１

 
派
遣

 

(
１
)
県

 

県
は
、
被
害
情
報
を
収
集
し
、
被
災
市
町
村
（
災
害
対
策
本
部
）
等
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を

行
う
。
ま
た
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
の
要
否
を
判
断
し
、
県
社
協
に
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
調
整

及
び
派
遣
者
の
取
り
ま
と
め
を
要
請
す
る
。

 

(
２
)
県
社
協

 

県
社
協
は
、
県
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
調
整
及
び
派
遣
者
の
取
り
ま
と
め

を
行
う
。

 

(
３
)
会
員
等

 

会
員
等
は
、
県
社
協
と
の
連
携
に
よ
り
、
チ
ー
ム
員
の
派
遣
調
整
を
行
う
。

 

(
４
)
チ
ー
ム
員

 

チ
ー
ム
員
は
、
県
社
協
が
指
定
す
る
場
所
に
参
集
し
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
活
動
を
行
う
。

 

２
 
待
機

 

(
１
)
県

 

県
は
、
第
６
に
該
当
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
会
員
等
に
対
し
、
チ
ー
ム
員
の
派
遣
待

機
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
状
況
に
よ
り
、
派
遣
基
準
に
該
当
す
る
可
能
性

が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
会
員
等
に
対
し
、
待
機
の
解
除
を
通
知
す
る
。

 

(
２
)
県
社
協

 

県
社
協
は
、
県
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
会
員
等
及
び
チ
ー
ム
員
に
対
し
、
派
遣
待
機
の
連
絡
を
す

る
。

 

(
３
)
会
員
等

 

会
員
等
は
、
県
社
協
か
ら
派
遣
待
機
の
連
絡
が
あ
っ
た
場
合
は
、
チ
ー
ム
員
を
待
機
さ
せ
る
。
ま

た
、
県
内
で
震
度
５
強
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
は
、
県
の
要
請
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
チ
ー

ム
員
を
待
機
さ
せ
る
。

 

(
４
)
チ
ー
ム
員

 

チ
ー
ム
員
は
、
県
社
協
か
ら
派
遣
待
機
の
連
絡
が
あ
っ
た
場
合
は
、
派
遣
要
請
に
際
し
速
や
か
に

出
動
で
き
る
よ
う
備
え
て
お
く
も
の
と
す
る
。

 

 第
1
0
 
研
修
及
び
訓
練
等

 

１
 
協
議
会
は
、
チ
ー
ム
員
の
技
術
向
上
等
を
図
る
た
め
、
研
修
及
び
訓
練
の
機
会
の
確
保
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
協
議
会
は
、
県
又
は
市
町
村
が
防
災
訓
練
等
を
実
施
す
る
場
合
、
チ
ー
ム
員
の
参
画
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
1
1
 
費
用
弁
償
等

 

 
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
に
要
す
る
経
費
は
、
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
費
の
支
弁
対
象
に
つ
い
て
、

災
害
救
助
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
県
が
負
担
す
る
。

 

 

4
 

 第
1
2
 
補
償

 

県
は
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
業
務
に
関
連
す
る
事
故
等
に
対
応
す
る
た
め
、
チ
ー
ム
員
を
対
象
と
す
る

傷
害
保
険
に
加
入
し
、
そ
の
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 第
1
3
 
補
則

 

こ
の
要
領
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
で
協
議
の
う
え
、
決
定
す
る
。

 

 

附
 
則

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
２
９
年
２
月
１
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
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 別
表
（
第
４
関
係
）

 

区
 
分

 
名

 
 
称

 

国
家

資
格

又
は

公
的
資
格

 

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
保
育
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、

 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

 

職
種

 
相
談
支
援
専
門
員
、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
、
生
活
支
援
員
、
保
育
士
、
保
育
教
諭
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員

 

そ
の
他

 
特
に
委
員
長
が
認
め
た
者

 

 

6
 

 （
様
式
第
１
号
）

 

 

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
派
遣
協
力
申
出
書

 

  

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
 

 

青
森
県
知
事

 
様

 

 

所
在
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

施
設
・
法
人
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
設
置
運
営
要
領
第
５
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム

の
派
遣
に
つ
い
て
、
協
力
す
る
こ
と
を
申
し
出
ま
す
。

  

記
 

 

施
設
・

 

事
業
所
名

 
所
在
地

 

連
絡
先

 
連
絡
責
任

者
 

氏
名

 

派
遣
可
能
職
種
（
人
数
）

 
1
 
電
話
番
号

 

2
 F

A
X
番
号

 

3
 
電
子
ﾒ
ｰ
ﾙ
 

 
 

 
 

  

 
  

 
  

 
 

 
 

  

 
  

 
  

（
注
１
）
職
種
名
欄
は
、
一
度
に
派
遣
可
能
な
職
種
名
と
人
数
を
記
載
す
る
こ
と

 

（
注
２
）
行
が
足
り
な
い
場
合
は
適
宜
追
加
す
る
こ
と
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 （
様
式
第
２
号
）

 

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
に
関
す
る
協
定

 

 

青
森
県
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
（
施
設
又
は
法
人
の
長
）
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、
青

森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
設
置
運
営
要
領
（
以
下
「
チ
ー
ム
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
青
森
県
災

害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
（
以
下
「
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結

す
る
。

 

 第
１

 
目
的

 

こ
の
協
定
は
、
大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
い
て
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
を
避
難
所
、
福
祉
避
難
所
（
高
齢

者
、
障
害
者
等
で
あ
っ
て
避
難
所
で
の
生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
（
以
下
「
要
配

慮
者
」
と
い
う
。
）
を
受
け
入
れ
る
避
難
所
を
い
う
。
）
そ
の
他
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
特
別
な
配

慮
を
必
要
と
す
る
者
を
受
け
入
れ
る
施
設
等
（
以
下
「
避
難
所
等
」
と
い
う
。
）
に
派
遣
し
、
要
配
慮

者
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 第
２

 
登
録
簿
の
作
成

 

１
 
乙
は
、
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
構
成
員
（
以
下
「
チ
ー
ム
員
」
と
い
う
。
）
と

し
て
派
遣
可
能
な
者
及
び
移
動
に
使
用
す
る
車
両
に
つ
い
て
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
員
予
定

者
登
録
簿
（
チ
ー
ム
要
領
様
式
第
３
号
。
以
下
「
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
社
会
福
祉
法
人

青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
「
県
社
協
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
。

 

２
 
乙
は
、
前
項
の
登
録
簿
の
記
載
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
修
正
し
、
県
社
協
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
３

 
派
遣
等

 

１
 
甲
は
、
避
難
所
等
に
お
い
て
要
配
慮
者
の
支
援
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
青

森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
員
派
遣
協
力
要
請
書
（
様
式
第
４
号
。
以
下
「
要
請
書
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
、
乙
に
対
し
て
チ
ー
ム
員
の
派
遣
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
の
状
況
等
に
よ
り

要
請
書
の
作
成
を
省
略
し
口
頭
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
乙
は
、
甲
か
ら
チ
ー
ム
員
の
派
遣
に
つ
い
て
の
要
請
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
派
遣
の
可
否
及

び
派
遣
可
能
な
人
員
数
等
を
県
社
協
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
４

 
指
揮
命
令

 

青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
が
活
動
に
従
事
す
る
場
合
の
指
揮
命
令
は
、
甲
が
指
定
す
る
者
と
す
る
。

 

 第
５

 
活
動
内
容

 

１
 
乙
が
派
遣
す
る
チ
ー
ム
員
は
、
チ
ー
ム
要
領
第
３
に
定
め
る
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
チ
ー
ム
員
は
、
施
設
等
の
職
員
の
身
分
を
も
っ
て
前
項
の
活
動
に
従
事
す
る
。

 

 第
６

 
移
動
手
段

 

１
 
チ
ー
ム
員
の
参
集
場
所
及
び
避
難
所
等
へ
の
移
動
手
段
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
乙
が
確
保
す

る
。

 

２
 
チ
ー
ム
員
の
派
遣
に
際
し
、
乙
が
移
動
に
使
用
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
登
録
簿
に
よ
り
県
社
協
に

情
報
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 第
７

 
活
動
報
告

 

青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
各
チ
ー
ム
の
記
録
係
は
、
各
日
の
チ
ー
ム
の
活
動
状
況
等
に
つ
い
て
記
録
す
る

と
と
も
に
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
員
活
動
報
告
書
（
様
式
第
５
号
。
以
下
「
報
告
書
」
と

8
 

 

い
う
。
）
に
よ
り
速
や
か
に
県
社
協
に
報
告
を
行
う
。
た
だ
し
、
災
害
の
状
況
等
に
よ
り
報
告
書
の
作

成
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

  第
８

 
費
用
弁
償
等

 

１
 
第
３
の
規
定
に
よ
り
、
乙
が
派
遣
し
た
チ
ー
ム
員
の
派
遣
に
要
す
る
経
費
は
、
災
害
救
助
法
に
よ
る

救
助
費
の
支
弁
対
象
に
つ
い
て
、
災
害
救
助
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
甲
が
負
担
す
る
。

 

２
 
甲
は
、
人
員
を
派
遣
し
た
施
設
等
の
長
に
対
し
、
費
用
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

 

 第
９

 
補
償

 

甲
は
、
青
森
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
活
動
に
関
連
す
る
事
故
等
に
対
応
す
る
た
め
、
チ
ー
ム
員
を
対
象
と
す
る

傷
害
保
険
に
加
入
し
、
そ
の
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 第
1
0
 
協
議

 

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
こ
の
協
定
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
甲
と
乙
が
協
議

し
て
定
め
る
。

 

 第
1
1
 
適
用

 

こ
の
協
定
の
有
効
期
間
（
以
下
「
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
協
定
の
締
結
の
日
か
ら
１
年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
満
了
の
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
甲
、
乙
の
い
ず
れ
か
ら
も
何
ら
の
意

思
表
示
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
間
こ
の
協
定
は
延

長
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。

 

        

こ
の
協
定
の
締
結
の
証
と
し
て
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
記
名
押
印
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
１
通

を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

 

甲
 
青
森
県

 

代
表
者

 
青
森
県
知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 

乙
 
（
所
在
地
）

 

（
施
設
・
法
人
名
）

 

（
代
表
者

 
職

 
氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印
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9
 

 （
様
式
第
３
号
）

 

 

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
員
予
定
者
登
録
簿

 

 

施
設
・
法
人
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

連
絡
責
任
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
電
話
番
号
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
電
子
メ
ー
ル
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
チ
ー
ム
員
予
定
者
）

 

番 号
 

施
設
・

 

事
業
所
名

 
所
在
地

 
職
種

 
（
連
絡
先
）
電
話
番
号

 
登
録
日

 

（
研
修
修
了
日
）

 
氏
名

 
電
子
メ
ー
ル

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
移
動
に
使
用
す
る
車
両
）

 

番 号
 

施
設
・

 

事
業
所
名

 
所
在
地

 
車
種

 

（
車
両
型
式
）

 
登
録
番
号

 
備
考

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
注
１
）

 
行
が
足
り
な
い
場
合
は
適
宜
追
加
す
る
こ
と
。

 

1
0
 

 （
様
式
第
４
号
）

 

 

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
員
派
遣
要
請
書

 

  

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
 

   
会
員
等
（
協
力
施
設
又
は
協
力
施
設
を
設
置
す
る
法
人
の
長
）
様

 

  

青
森
県
知
事

 
 
○
○

 
○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
○
○
○
（
市
・
町
・
村
）
で
発
生
し
た
○
○
○
災
害
に
つ
い
て
、
○
○
○
（
市
・

町
・
村
）
か
ら
、
青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。

 

 
 
つ
き
ま
し
て
は
、
貴
（
法
人
・
施
設
）
に
所
属
す
る
チ
ー
ム
員
の
派
遣
を
要
請
し
ま
す
。

 

な
お
、
チ
ー
ム
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会
よ
り
全
チ
ー
ム
員
に

対
し
、
出
動
可
否
の
確
認
メ
ー
ル
を
一
斉
送
信
い
た
し
ま
す
の
で
、
チ
ー
ム
員
の
派
遣
に
つ
い
て
、
協
力

を
要
請
し
ま
す
。

 

            

 （
担

 
当
）
青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課

 

（
連
絡
先
）
◯
◯
◯

-
◯
◯
◯
◯

-
◯
◯
◯
◯

 

 

63



1
1

 

 （
様
式
第
５
号
）

 

 

青
森
県
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
活
動
報
告
書

 

 

報
告
日
：

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
 

報
告
者

 
職
名

 
 

氏
名

 
 

所
属

 

（
団
体
・
施
設
等
名
）
 

 

出
動
年
月
日

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

時
間
経
過

 

出
動
要
請
を
受
理
し
た
時
刻

 
 

 
 

 
時

 
 

 
 
分

 

 
 

 
 

 
 

 
出
動
時
刻

 
 

 
 

 
時

 
 

 
 
分

 

 
 

 
 

 
 

 
到
着
時
刻

 
 

 
 

 
時

 
 

 
 
分

 

 
 

 
 

 
 

 
撤
退
時
刻

 
 

 
 

 
時

 
 

 
 
分

 

 
 

 
 

 
 

 
帰
着
時
刻

 
 

 
 

 
時

 
 

 
 
分

 

派
遣
場
所

 
 

災
害
概
要

 
 

要
請
内
容

 
 

活
動
内
容

 

     

出
動
者

 

協
力
団
体
名

 
協
力
施
設
名

 
職
種

 
氏

 
 
名

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
記
事
項
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群馬県

災害福祉支援体制の構築状況

平成３０年度社会・援護局関係主管課長会議資料

参考資料６

Ⅰ 災害福祉支援体制について

体制の設置主体 本部：群馬県、事務局：群馬県社会福祉協議会

体制名称 群馬県災害福祉支援ネットワーク

平時における
活動

○ネットワーク会議の開催
○チーム員の募集、登録
○研修・訓練の実施

○関係機関（行政・地域防災組織等）との連携体制
の構築

災害発生時に
おける活動

○構成員等の緊急参集
○被災状況等の把握
○他自治体との連絡調整
○チームの派遣調整、派遣者のとりまとめ

事務局 群馬県社会福祉協議会

構成団体・員

組織役員
会長：
副会長：
委員：

群馬県社会福祉協議会長
群馬県社会福祉協議会事務局長
その他構成員の代表者等

区 分 団 体 等 名

福祉関係

群馬県社会福祉協議会

群馬県社会福祉法人経営者協議会

群馬県社会福祉士会

群馬県介護福祉士会

群馬県精神保健福祉士会

群馬県介護支援専門員協会

群馬県ホームヘルパー協議会

群⾺県⽼⼈福祉施設協議会

群⾺県地域包括・在宅介護⽀援センター協議会

群馬県身体障害者施設協議会

群馬県知的障害者福祉協会

群⾺県精神障害者社会復帰協議会

群馬県社会就労センター協議会

群馬県救護施設協議会

群馬県児童養護施設連絡協議会

群⾺県⺟⼦⽣活⽀援施設協議会

群馬県乳児福祉協議会

群馬県保育協議会

ぐんま子育て支援センター連絡会

医療・保健関係 群⾺県医療ソーシャルワーカー協会

⾏ 政

群⾺県市⻑会

群馬県町村会

群馬県

設置要綱等 群馬県災害福祉支援ネットワーク設置要綱
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Ⅱ 災害福祉派遣チームについて

チーム構成
及び資格要件

福祉分野の専門職員等（３年以上の実務経験者で、登録研修を受講した者）

１チームあたりの
人数

４～６名／１チーム
登録チーム員

・施設数
１３６名・１２３施設（平成３０年４月１日現在）

チーム員としての登録に必要な手続き等

①協定
別添「群馬県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定書」のとおり。

②チーム員募集方法
協定締結団体あてに推薦依頼。

③登録に必要な手続き
（１）所属事業所等による推薦書の提出（構成団体によりとりまとめの上、事務局（県社協）へ提出）
（２）推薦された本人によるエントリーシートの提出
（３）登録研修の受講
④主な研修
（１）登録研修 （２）養成研修（対象：（１）受講者） （３）スキルアップ研修（対象：（１）及び（２）受講者）

災害時のチーム編成・派遣までに至る手順

①次に掲げる派遣基準に基づき、県が県社協へチームの派遣を要請。
（１）県内で災害救助法の適用が検討される程度の災害が発生したと見込まれる場合
（２）避難所等を設置する被災地の市町村から県に対してチームの派遣要請があった場合
（３）国又は他都道府県から群馬県に対してチームの派遣要請があった場合
（４）（１）から（３）のほか、緊急性があり、チームを派遣することが必要であると認められる場合
②県社協は、県からの要請を受け、各協定締結団体に対し、チーム員の派遣を要請。

③各協定締結団体は、協力団体等と調整を行い、県社協に対して速やかに派遣の可否を報告し、派遣
が可能なときは、チームの構成員を派遣。
④県社協は、③の報告に基づき、チームを編成し、避難所等に派遣。
⑤県社協は、チーム編成と同時に、県及び各協定締結団体へ派遣計画を通知。

※協定書上では、①～⑤の流れで派遣を行うこととなっているが、緊急性等に応じ各手続きは前後す
る可能性がある。

チームの
派遣先での
活動内容

○避難所、福祉避難所及びその他災害発生時おいて特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以下「避難所等」とい
う）における福祉ニーズの把握。
○要配慮者の状態の評価及び関係機関への情報提供や支援のコーディネート等。
○避難所等における福祉サービスの提供及び福祉環境の整備。
○上記のほか、必要な福祉支援。

１ 県と協力団体との間で協
定の締結

２ チーム員予定者登録簿
の提出

３ チーム員予定者は、登
録研修の受講後、チーム員
として登録

協定締結
群
馬
県

関
係
団
体

協定書

群
馬
県
社
協

関
係
団
体

提出
推薦書

研修受講

⇒研修受講後、チーム
員として登録

県本部

１ 各チーム員に対し、派遣
対応の可否について確認

２ 協定締結団体からの報
告をもとに、チーム編成

３ オリエンテーションを行
い、被災地へ派遣

協定締結団体

チーム編成等依頼

派遣対応の
可否確認

チーム編成

事務局
現地
（被災地）

避難所
など

チーム

オリエン
テーション

報告

推薦依頼

エントリー
シート

提出

事務局
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群
馬
県
災
害
福
祉
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
置
要
綱

 

 (
設
置
)
 

第
１
条
 
災
害
時
に
お
け
る
要
配
慮
者
へ
の
福
祉
的
支
援
に
つ
い
て
協
議
す
る
と
と
も
に
、
災
害
発
生
時

 

の
広
域
的
な
支
援
及
び
支
援
調
整
を
行
う
た
め
、
群
馬
県
災
害
福
祉
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(
以
下
「
ネ
ッ

 

ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
。

)
を
設
置
す
る
。

 

 (
構
成
)
 

第
２
条
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
会
長
、
副
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

 

２
 
会
長
、
副
会
長
及
び
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

  
  

  
  

  
  

 

(
職
務
等
)
 

第
３
条
 
会
長
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
会
務
を
総
理
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
 

の
議
長
と
な
る
。

 

２
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

 

 （
部
会
）

 

第
４
条

 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
、
次
条
第
１
号
及
び
第
２
号
に
関
す
る
事
項
を
調
査
協
議
す
る
た
め
「
施
設

間
連
携
部
会
」
を
設
け
る
。

 

２
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
、
次
条
第
３
号
に
関
す
る
事
項
を
調
査
協
議
す
る
た
め
「
福
祉
専
門
職
支
援
部
会
」

を
設
け
る
。

 

３
 
部
会
の
委
員
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
委
員
の
中
か
ら
会
長
が
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
部
会
に
、
部
会
長
を
置
き
、
そ
の
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

 

５
 
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
部
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る

 

委
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

 

 (
協
議
内
容

)
 

第
５
条
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
協
議
す
る
事
項
は
、
災
害
発
生
時
等
に
お
け
る
次
の
内
容
と
す
る
。

 

  
(1

) 
社
会
福
祉
施
設
等
の
相
互
応
援
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
(2

) 
施
設
利
用
者
の
安
全
の
確
保
及
び
施
設
の
安
定
的
な
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
(3

) 
 
福
祉
避
難
所
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

 

  
(4

) 
 
そ
の
他
福
祉
的
な
支
援
に
関
す
る
事
項
で
、
会
長
が
付
議
を
要
す
る
と
認
め
た
事
項
。

 

 (
会
議
)
 

第
６
条
 
会
議
は
、
会
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。

 

２
 
別
表
に
掲
げ
る
委
員
の
他
、
会
長
が
必
要
と
認
め
る
者
を
会
議
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 (
支
援
活
動

)
 

第
６
条
の
２

 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

 

(
1
)
 
社
会
福
祉
施
設
の
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
基
本
協
定
書
（
平
成

2
8
年

3
月

2
9
 

日
協
定
締
結
）
に
基
づ
く
施
設
間
相
互
応
援

 

(
2
)
 
群
馬
県
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
の
派
遣
に
関
す
る
基
本
協
定
書
（
平
成

2
9
年

3
月

2
9
日
及
び

 

平
成

3
0
年

4
月

24
日
協
定
締
結
）
に
基
づ
く
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
の
派
遣
及
び
調
整
。

 

(
3
)
 
災
害
発
生
時
に

(
1
)
及
び

(
2
)
の
活
動
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
平
時
に
お
け
る
訓
練
及
び

 

研
修
等
。

 

  

(
事
務
局
)
 

第
７
条
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
事
務
局
は
、
社
会
福
祉
法
人
群
馬
県
社
会
福
祉
協
議
会
施
設
福
祉
課
が
行
う
。
 

 (
そ
の
他
)
 

第
８
条

 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
随
時
会
長
が

 

定
め
る
。

 

   （
附
 
則
）

 

  
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 （
附
 
則
）

 

 
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 （
附
 
則
）

 

 
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
３
０
年
４
月
２
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
 
別

 
表

 
）

 

 

 

職
 
務

 

 

職
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
名

 

  

会
 
長

 

 

副
会
長

 

 

委
 
員

 

                        

   
社
会
福
祉
法
人
群
馬
県
社
会
福
祉
協
議
会
長

 

   
同

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
事
務
局
長

 

   
群
馬
県
社
会
福
祉
法
人
経
営
者
協
議
会
（
役
職
：
以
下
同
じ
）

 
 
 
 
 

  
群
馬
県
社
会
福
祉
士
会

 
 
 
  

 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 

  
群
馬
県
介
護
福
祉
士
会

 
 
 
  

 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 

  
群
馬
県
精
神
保
健
福
祉
士
会

 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
  

 

  
群
馬
県
介
護
支
援
専
門
員
協
会

  
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
協
議
会

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
老
人
福
祉
施
設
協
議
会

  
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
地
域
包
括
・
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
協
議
会

 
 
 
 
 

  
群
馬
県
身
体
障
害
者
施
設
協
議
会

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
知
的
障
害
者
福
祉
協
会

  
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
協
議
会

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
社
会
就
労
セ
ン
タ
ー
協
議
会

  
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
救
護
施
設
協
議
会

 
  

 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 

  
群
馬
県
児
童
養
護
施
設
連
絡
協
議
会

  
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
母
子
生
活
支
援
施
設
協
議
会

  
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

  
群
馬
県
乳
児
福
祉
協
議
会

 
  

 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 

  
群
馬
県
保
育
協
議
会

  
 
 
 
  

 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 

  
ぐ
ん
ま
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
連
絡
会

 

群
馬
県
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
協
会

 

群
馬
県
市
長
会

  
 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 

  
群
馬
県
町
村
会

  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 

  
群
馬
県
総
務
部
危
機
管
理
室

 

 
群
馬
県
こ
ど
も
未
来
部
子
育
て
・
青
少
年
課

 

 
群
馬
県
こ
ど
も
未
来
部
児
童
福
祉
課

 

 
群
馬
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
課

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
 

  
群
馬
県
健
康
福
祉
部
介
護
高
齢
課

 

 
群
馬
県
健
康
福
祉
部
障
害
政
策
課

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
 

 

 

68


